
号

1 制限付き一般競争入札に付す工事

（1）

（2） 4改第15　市道小山三丁目1号線ほか8路線配水管更新工事関連舗装本復旧工事

（3） 名取市　小山三丁目、植松字入生、下増田字広浦　地内

（4）

（5）

（6）

（7）

（8） ① 名取市契約規則による

②

③ 有（４５％以内）

④ 出来高部分払　　無（－回）　　完成払

（9）

2 入札参加資格

（1） 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（2） 名取市競争入札参加資格者で、次の事項に全て該当すること。

①

②

③

④

⑤

  建設業法第３条第２項に規定する舗装工事の建設業者で名取市内に同条第１項に規定する営業所を有する
者であること。

 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の結果の舗装工事の総合評定値(P)が550点以上の者であるこ
と。

名 取 市 登 録 業 者 に 対 す る 指 名 停 止 基 準 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 名 停 止 の 期 間

中でない者であること。

前 払 金

支 払 方 法

  当該対象工事に建設業法（昭和24年法律第100号）第26条による主任技術者等必要かつ適正な人員を配置
することができる者であること。

入 札 方 法 入札時に価格のほかに価格以外の要素も加味し評価の対象に加え、価格と価格以外の

要素両面から最も優れたものをもって落札者を決定する 総合評価競争入札方式（特別

契 約 保 証 金 契約金額の１０％の額 （調査基準価格以下での契約の場合３０％の額）

当 該 対 象 工 事 に 対 応 す る 工 事 種 類 に つ い て 、 令 和 3 ・ 4 年 度 名 取 市 競 争 入 札 参

簡 易 型 ） の 事 後 審 査 型

加資格者名簿に登載されている者であること。

名 取 市 水道事業所

工 事 担 当 課 名 取 市 水道事業所

契 約締 結の 翌日 から 令和４年１２月１６日

工 事 概 要 施工延長 L=962ｍ
舗装版切断 L=1,107m、舗装版破砕 A=3,483㎡、殻運搬処分 V=325㎥
上層路盤工 A=3,015㎡、表層工 A=3,483㎡、区画線工 L=857m

契 約 条 件

名 取 市公 告第 81

入　　 　　札　　　　公　　　　告

制 限 付 き 一 般 競 争 入 札 を 執 行 す る の で 、 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 167 条 の ６

の規定により、次のとおり公告する。

令和４年　７月　８日

入 札 担 当 課

（調査基準価格以下での契約の場合２０％以内の額）

名取市長　　山田　司郎

工 事 番 号 第40号

工 事 名

工 事 場 所

工 期



（3）

する者の行為とみなす。

①

は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。

②

者」という。）の威力を利用するなどしていると認められるとき。

③

し、又は関与していると認められるとき。

④

有していると認められるとき。

⑤

取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。

3 総合評価に関する事項

4 入札参加申請

提出しなければならない。ただし、提出資料の作成に係る費用は提出者の負担とする。

（1） 名取市水道事業所建設係

（2）

６(３)、11(４)において同様とする。）

5 設計図書の閲覧及び貸出

（1）

（2） 名取市水道事業所

（3） 設計図書等の貸出は、半日を限度とする。

閲覧場所

貸 出

貸出については、午前（8時30分～正午）、午後（1時～５時）の半日を単位とし、午前に貸出

したものは当日正午まで、午後に貸出したものは当日午後５時までに返却するものとする。

※ た だ し 、 名 取 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 名 取 市 条 例 第 16 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る

市 の 休 日 を 除 き 、 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 ０ ０ 分 ま で と す る 。 （ 以 下 、 ５ ( １ ) 、 ６ ( １ ) 、

閲覧期間 令和４年７月８日（金） から 令和４年７月２２日（金）  まで

基 準 」 （ 正 副 ２ 部 、 内 １ 部 は 受 付 印 押 印 後 返 却 ） の ほ か 、 12 に 示 す 提 出 書 類 （ 1 部 ） を 持 参 に よ り

提 出 先

提出期間 から 令和４年７月１５日（金） まで令和４年７月８日（金）

入札参加希望者は、「制限付き一般競争入札参加申請書」及び「価格以外の評価点評価項目及び評価

取市総合評価競争入札方式落札者決定基準（令和4年4月）」による。

が 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 77 号 。 以 下 「 暴 対 法 」

と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ） で あ る 場 合 、 又

入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 又 は そ の 役 員 等 が 、 自 社 、 自 己 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を

図 り 、 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 対 法 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 （ 以

下 「 暴 力 団 」 と い う 。 ） 、 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 、 暴 力 団 員 に 協 力 し 、 関 与 す る 等 こ れ と 関 わ

り を 持 つ 者 と し て 、 警 察 か ら 通 報 が あ っ た 者 若 し く は 警 察 が 確 認 し た 者 （ 以 下 「 暴 力 団 関 係

総 合 評 価 競 争 入 札 方 式 （ 特 別 簡 易 型 ） に お け る 評 価 項 目 、 評 価 基 準 及 び 落 札 者 決 定 方 法 等 は 「 名

入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 又 は そ の 役 員 等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 若 し く は 暴 力 団 関 係 者 （ 以

号に規定する次のいずれかに該当するときは 、入札に参加することは できない。なお、入札 に参 加し

よ う と す る 者 の 使 用 人 が 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 の 業 務 と し て 行 っ た 行 為 は 、 入 札 に 参 加 し よ う と

入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 の 役 員 等 （ 法 人 の 場 合 は 、 非 常 勤 を 含 む 役 員 及 び 支 配 人 並 び に

支 店 又 は 営 業 所 の 代 表 者 、 そ の 他 の 団 体 の 場 合 は 、 法 人 の 役 員 等 と 同 様 の 責 任 を 有 す る 代 表

者 及 び 理 事 等 、 個 人 の 場 合 は 、 そ の 者 並 び に 支 配 人 及 び 営 業 所 の 代 表 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 又 は そ の 役 員 等 が 、 暴 力 団 等 で あ る こ と を 知 り な が ら 、 こ れ と

下 「 暴 力 団 等 」 と い う 。 ） 又 は 暴 力 団 等 が 経 営 若 し く は 運 営 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 法

人 等 に 対 し て 、 資 金 等 を 提 供 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 運 営 に 協 力

入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 又 は そ の 役 員 等 が 、 暴 力 団 等 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を

名 取 市 入 札 契 約 に 係 る 暴 力 団 等 排 除 措 置 要 綱 （ 平 20 年 10 月 29 日 名 取 市 告 示 第 121 号 ） 別 表 各



6 設計図書に関する質問等

（1）

社印のない場合は無効とする。なお、質問が無い場合は、連絡不要。

（2） 水道事業所　建設係

（3）

水道事業所において閲覧に供する。

とする。

7 入札執行の日時及び場所等

（1）

（2） 名取市役所 3階議会棟第1委員会室

＊　受付印の押印された制限付き一般競争入札参加申請書を持参すること。

（3）

札書に記載すること。

（4）

うものとし、入札回数は、初度の入札及び再度の入札を合わせ２回を限度とする。

（5） 郵送及び電報による入札は、認めない。

（6） 入札保証金は、免除する。

（7）

る場合は原則無効とする。

8 調査基準価格等及び低入札価格調査要綱の適用

（１）　本公告の入札については、調査基準価格及び失格基準価格を設ける。

（２）　本公告の工事については、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、調査基準価格を下回り、

かつ、失格基準価格までの範囲の入札が行われたときは、名取市低入札価格調査制度実施要綱（平成14年

名取市告示第34号）を適用するものとする。

9 入札の取り止め

と判断する場合には、当該制限付き一般競争入札を取り止めることがある。

10 入札の無効

した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者又は落札候補者としていた場合には、落札決定を取り消す。

号 ） 第 12 条 に 規 定 す る 入 札 金 額 の 内 訳 を 記 載 し た 書 類 を 持 参 し 、 最 初 の 入 札 時 に 、 入 札 執 行 者

の 指 示 に よ り 提 出 す る こ と と し 、 書 類 の 提 出 の な い 入 札 は 無 効 と す る 。 ま た 、 書 類 に 不 備 の あ

本 公 告 に 示 し た 入 札 参 加 申 請 者 の 数 が ２ に 満 た な い 場 合 、 ま た は 、 十 分 な 競 争 性 を 確 保 し 得 な い

本公告に示し た 入札に参加する者に必要な資格のな い者 のし た 入 札及 び入 札に 関す る条 件に 違反

場 所

落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100 分 の 10 に 相 当 す る 額 を 加

算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 参 加 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業

者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額 の 110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入

初 度 の 入 札 に お い て 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 の 入 札 が な い 場 合 は 、 再 度 の 入 札 を 行

入 札 参 加 者 は 、 公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 12 年 法 律 第 127

なお、総合評価落札方式を適用した 入札であるた め、2回の入札でも予定価格に達し た入札がない

場合は、不調とする。

＊ 入 札 参 加 者 は 、 全 て の 質 問 内 容 を 把 握 し 、 そ の 内 容 が 入 札 条 件 に 含 ま れ る も の

日 時 令和４年７月２５日（月） 午前10時00分

＊ 質問は指定の用紙で社印を押印し、名取市役所２階水道事業所まで持参のこと。

受付場所

質問回答 令和４年７月２０日（水） 午後1時から 令和４年７月２２日（金）  まで

受付期間 令和４年７月８日（金） から 令和４年７月１５日（金）  午前11時まで



11 入札参加資格の確認・落札者の決定方法

（1）

（2）

き落札候補者とし、前記(１)の手続きを行うものとする。

（3）

（4）

審査結果通知後２日以内に書面で問い合わせをすることができる。

（5）

公表する。

入 札 参 加 資 格 の 審 査 の 結 果 、 落 札 候 補 者 が 入 札 参 加 資 格 を 有 し て い な い と 認 め ら れ た 場 合 に

は 、 当 該 落 札 候 補 者 の 入 札 を 無 効 と し 、 次 順 位 の 者 を 新 た な 落 札 候 補 者 と し 、 入 札 参 加 資 格 の

審査を行うものとする。

入札参加資格を有すると認められなかった者には 、審査結果をＦＡＸで通知し、その理由について

入札参加資格を有していると認められた場合には、その者を落札者として決定するものとする。

落札候補者とする。また、入札価格が同じ者（以下「同点者」という。）が2者以上あるときは、そのすべての

者を落札候補者とし、総合評価資料等の確認審査の結果、同点者が2者以上あるときは、くじを引かせて

第一順位の落札候補者とする。

落 札 候 補 者 に つ い て 、 入 札 参 加 資 格 を 確 認 し た 結 果 、 落 札 者 と し て 適 当 と 認 め る 場 合 に 落 札 者

として決定し、ＦＡＸで通知する。

前 記 8 の 適 用 を 受 け る 場 合 は 、 名 取 市 低 入 札 価 格 調 査 制 度 実 施 要 綱 の 規 定 に よ る 調 査 に 基 づ

入 札 参 加 資 格 の 審 査 が 終 了 し 、 入 札 結 果 が 確 定 し た 場 合 は 、 そ の 結 果 を 市 の ホ ー ム ペ ー ジ に て

落 札 候 補 者 と す る 。 た だ し 、 総 合 評 価 点 の 最 も 高 い 者 が ２ 者 以 上 あ る と き は 、 入 札 価 格 が 低 い 者 を

落札候補者の決定方法については 、開札後、落札決定を保留 し 、 入札 を行 った 者の うち 、予 定価

格 の 制 限 の 範 囲 内 で 入 札 し た 者 に つ い て 総 合 評 価 を 行 い 、 総 合 評 価 点 が 最 も 高 い 者 を



12 入札参加資格審査及び総合評価に係る提出書類

（1）

① 　一般競争入札参加資格確認申請書 （様式第1号）

② 　配置予定の技術者に関する調書 （様式第3号）

者証（表裏両面）・監理技術者講習修了証・健康保険証の各写し

③

もの）

④ 　建設業の許可書の写し又は許可証明書

⑤

（2）

① 同種工事の施工実績書（別記様式2）及びそれを証するCORINS、契約書及び仕様書の写し等

（「価格以外の評価点評価項目・評価基準」の「同種工事の条件」に該当するもので工事毎）

② 優良工事表彰の表彰状の写し及び表彰された工事契約書並びに仕様書の写し

③ ISO等取得認証を証明する書類の写し

④ 工事成績考査結果通知書の写し（過去３年間分）

⑤ 　配置予定の技術者に関する調書 （様式第3号） ※（1）入札参加資格審査提出書類②と同じ

⑥ CPD受講証明書の写し

⑦

（「価格以外の評価点評価項目・評価基準」の「同種工事の条件」に該当するもので工事毎）

⑧ 配置予定技術者の工事成績考査結果通知書の写し（過去３年間で成績の最も高いもの）

もの） ※（1）入札参加資格審査提出書類③と同じ

⑪ 障害者雇用状況報告書の写し

⑫ 協力雇用主としての登録・実績 （別記様式5）

⑬ 宮城県「女性の力を活かす企業」認証制度の認証の取得がわかる確認書の写し

⑭ （名取市内に本支店、営業所の所在等の有無に関する書類は必要ありません。）

⑮ 災害時の（協定等による）活動実績 （別記様式4） 及び防災協定書等の写し

⑯ 地域貢献活動にかかわったことがわかる活動証明書等

(１)参加型：ａ.主催者が発行した募集内容・参加依頼文の写し等、活動内容や日付が分かるもの

　　　　　　　b.主催者による証明　　　　　　　　　　a.bいずれも提出

⑰ 道路除雪業務、緊急補修業務の受託状況がわかる業務委託契約書の写し

⑱ 名取市消防団員の雇用実績がわかる名簿等（任意様式）

13 その他

（1）

ること。

（2） 閲覧に供する設計図書には、積算時に文字等の記入はしないこと。

14 連絡先

※　不明な点については、名取市水道事業所に照会のこと。

（名取市水道事業所建設係　電話：０２２-３８４-２１１１内線２４７）

(２)自主企画型：活動内容、実施日が分かる自治体の広報誌(写）・新聞記事（写）等又は実施箇所の管

理主体による証明　いずれか

入 札 参 加 者 は 、 名 取 市 建 設 工 事 競 争 入 札 参 加 心 得 （ 平 成 21 年 名 取 市 告 示 第 11 号 ） を 遵 守 す

入札参加資格に施工実績に関する規定がある場合は、同種工事の施工実績書（別記様式2）及び

工事契約書写し等（入札参加資格に設定した場合のみ添付）

総合評価にかかる提出書類　　（○番号は「価格以外の評価点評価項目及び評価基準」番号に対応）

（障害者の法定雇用義務がある事業所の場合）

雇用証明書及び障害者認定書の写し等障害者雇用の確認ができる書類

（障害者の法定雇用義務がない事業所の場合）

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書又は 経営事項審査結果通知書の 写し （直 近の

入札参加資格審査提出書類

以下の該当するものについて、Ａ4版にて記載順に綴り込み提出すること。

＊ 添 付 書 類 ： 主 任 （ 監 理 ） 技 術 者 及 び 営 業 所 専 任 技 術 者 の 合 格 証 明 書 ・ 監 理 技 術 者 資 格

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書又は 経営事項審査結果通知書の 写し （直 近の

⑨・⑩

主任（監理）技術者等の資格・工事実績（別記様式3）及びそれを証するCORINS、契約書及び仕様書の写し等



価格以外の評価点評価項目及び評価基準

評 価 項 目 及 び 評 価 基 準 配点 評価点
①過去の工事実績（過去５年間） 　
　・同種工事の実績２件以上 2
　・同種工事の実績１件 1
②公共機関からの優良工事表彰の有無（過去５年間）
　・表彰実績あり（同種工事） 1
　・表彰実績あり（他工事） 0.5
③ISO等認証取得状況
　・ISO9001及び14001(又はみちのくEMS)の認証取得済み 1
　・いずれか一つの認証取得済み　 0.5
④名取市発注工事における過去３年間の工事成績考査点の平均点
　・85点以上 1
  ・80点以上85点未満 0.5

小 計 5
⑤配置する技術者の保有する資格の有無
　・１級施工管理技士又は監理技術者 1
　・２級施工管理技士 0.5
⑥継続教育（ＣＰＤ）の取組状況の有無
　・各団体推奨単位以上取得 1
　・各団体推奨単位１／２以上取得 0.5
⑦配置する技術者の施工経験の有無（過去５年間）
　・同種工事の実績２件以上 2
　・同種工事の実績１件 1
⑧名取市発注工事における過去３年間の工事成績考査点
　・85点以上あり 1
  ・80点以上85点未満 0.5

小 計 5
⑨建設業退職金共済制度導入の有無
　・建設業退職金共済制度導入済み 1
⑩退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無
　・退職一時金制度又は企業年金制度導入済み 1
⑪障害者雇用の有無
　・雇用率が法定雇用率以上又は義務外で雇用あり 1
　・雇用率が法定雇用率未満で雇用あり 0.5
⑫協力雇用主としての登録・雇用実績
　・協力雇用主に登録・雇用あり 1
　・協力雇用主に登録あり 0.5
⑬宮城県「女性の力を活かす企業の認証」
　・認証あり 1

小 計 5
⑭名取市内に本支店、営業所等の所在地の有無
　・本社あり 4
　・支店、営業所等あり 2
　・宮城県内に本店又は営業所等あり 0
⑮災害協定の有無
　・名取市との協定あり 2
　・宮城県との協定あり（名取市とは協定なし） 1
⑯名取市内における過去１年間の地域貢献活動の有無 　
　・年間２回以上 1
　・年間１回以上 0.5
⑰名取市が管理する道路の除融雪、緊急補修業務の契約実績（過去２年間）
　・道路除融雪業務、緊急補修業務両方の契約実績あり 2
　・道路除融雪業務、緊急補修業務いずれかの契約実績あり 1
⑱名取市消防団員の雇用実績等 　
　・２名以上雇用 1
　・１名雇用 0.5

小 計 10
⑲過去１年以内の指名停止の有無
　・３ヶ月以内の指名停止回数１回につき -1
  ・３ヶ月を超え６ヶ月以内の指名停止回数１回につき -2
　・６か月を超える指名停止回数１回につき -3

25
80

105

①各評価項目につて、その配点を評価点欄に記入すること。

②評価基準に該当するものがない場合は、評価点欄に「0」を記入すること。

③公告に示す評価項目を証する資料等を提出すること。

国又は地方公共団体が発注した工事において、1,000㎡以上の舗装工事を元請として施工した
実績を有すること

同種工事の条件

工事担当課：水道事業所

価格評価点

総合評価点

社
会
性

Ⅲ
労
働
福
祉

合計(価格以外の評価点の最大点数）

工事番号・工事名

企 業 名

評価点の視点

技
術
力

Ⅰ
企
業
評
価

Ⅱ
配
置
す
る
技
術
者
の
能
力
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減
点

Ⅴ
不
誠

実
な
行

為

地
域
性

Ⅳ
地
域
貢
献

※この調書による「同種工事の条件」については、同種工事の実績「あり」で

加点されるものであり。入札参加条件ではありません。



令 和 ４ 年 ７ 月 ８ 日
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令 和 ４ 年 ７ 月 ８ 日

第40号
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（別記様式５）

令和４年　７月　８日

令和2


